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新潟県条例第７号 

独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

（職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の退職手当に関する条例（昭和37年新潟県条例第49号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)を当該改正部分に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（勤続期間の計算） 

第８条 （略） 

２～４ （略） 

５ 第１項に規定する職員としての引き続いた在職

期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員

（国家公務員退職手当法（昭和28年法律第182号）

第２条に規定する者をいう。以下同じ｡)（以下「職

員以外の地方公務員等」と総称する｡)が引き続い

て職員となつたときにおけるその者の職員以外の

地方公務員等としての引き続いた在職期間を含む

ものとする。この場合において、その者の職員以

外の地方公務員等としての引き続いた在職期間に

ついては、前各項の規定を準用して計算するほか、

次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方

公務員等としての引き続いた在職期間として計算

するものとする。ただし、退職により、この条例

の規定による退職手当に相当する給与の支給を受

けているときは、当該給与の計算の基礎となつた

在職期間（当該給与の計算の基礎となるべき在職

期間がその者が在職した他の地方公共団体、国若

しくは行政執行法人（独立行政法人通則法（平成

11年法律第103号）第２条第４項に規定する行政

執行法人をいう｡)の退職手当に関する規定又は特

定地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成

15年法律第118号）第２条第２項に規定する特定

地方独立行政法人をいう。以下同じ｡)の退職手当

の支給の基準（同法第48条第２項又は第51条第２

項に規定する基準をいう。以下同じ｡)において明

確に定められていない場合においては、当該給与

の額を退職の日におけるその者の給料月額で除し

て得た数に12を乗じて得た数（１未満の端数が生

じたときは、その端数を切り捨てる｡)に相当する

月数）は、その者の職員としての引き続いた在職

期間には含まないものとする。 

(1)～(7) （略） 

６～９ （略） 

 

附 則 

 

第31条 旧機関（国立学校設置法の一部を改正する

法律（平成14年法律第23号）による改正前の国立

学校設置法（昭和24年法律第150号）第３条第１

項に規定する山梨医科大学及び国立学校設置法の

（勤続期間の計算） 

第８条 （略） 

２～４ （略） 

５ 第１項に規定する職員としての引き続いた在職

期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員

（国家公務員退職手当法（昭和28年法律第182号）

第２条に規定する者をいう。以下同じ｡)（以下「職

員以外の地方公務員等」と総称する｡)が引き続い

て職員となつたときにおけるその者の職員以外の

地方公務員等としての引き続いた在職期間を含む

ものとする。この場合において、その者の職員以

外の地方公務員等としての引き続いた在職期間に

ついては、前各項の規定を準用して計算するほか、

次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方

公務員等としての引き続いた在職期間として計算

するものとする。ただし、退職により、この条例

の規定による退職手当に相当する給与の支給を受

けているときは、当該給与の計算の基礎となつた

在職期間（当該給与の計算の基礎となるべき在職

期間がその者が在職した他の地方公共団体、国若

しくは特定独立行政法人（独立行政法人通則法（平

成11年法律第103号）第２条第２項に規定する特

定独立行政法人をいう｡)の退職手当に関する規定

又は特定地方独立行政法人（地方独立行政法人法

（平成15年法律第118号）第２条第２項に規定す

る特定地方独立行政法人をいう。以下同じ｡)の退

職手当の支給の基準（同法第48条第２項又は第51

条第２項に規定する基準をいう。以下同じ｡)にお

いて明確に定められていない場合においては、当

該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額

で除して得た数に12を乗じて得た数（１未満の端

数が生じたときは、その端数を切り捨てる｡)に相

当する月数）は、その者の職員としての引き続い

た在職期間には含まないものとする。 

(1)～(7) （略） 

６～９ （略） 

 

附 則 

 

第31条 旧機関（国立学校設置法の一部を改正する

法律（平成14年法律第23号）による改正前の国立

学校設置法（昭和24年法律第150号）第３条第１

項に規定する山梨医科大学及び国立学校設置法の
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一部を改正する法律（平成15年法律第29号）によ

る改正前の国立学校設置法第３条第１項に規定す

る香川医科大学を含む｡)の職員が、第８条第５項

に規定する事由によつて引き続いて職員となり、

かつ、引き続いて職員として在職した後引き続い

て国立大学法人等の職員となつた場合において、

その者の職員としての勤続期間が、当該国立大学

法人等の退職手当の支給の基準（国立大学法人法

第35条において準用する独立行政法人通則法第50

条の10第２項に規定する基準をいう｡)により、当

該国立大学法人等の職員としての勤続期間に通算

されることに定められているときは、この条例の

規定による退職手当は、支給しない。 

一部を改正する法律（平成15年法律第29号）によ

る改正前の国立学校設置法第３条第１項に規定す

る香川医科大学を含む｡)の職員が、第８条第５項

に規定する事由によつて引き続いて職員となり、

かつ、引き続いて職員として在職した後引き続い

て国立大学法人等の職員となつた場合において、

その者の職員としての勤続期間が、当該国立大学

法人等の退職手当の支給の基準（国立大学法人法

第35条において準用する独立行政法人通則法第63

条第２項に規定する基準をいう｡)により、当該国

立大学法人等の職員としての勤続期間に通算され

ることに定められているときは、この条例の規定

による退職手当は、支給しない。 

（新潟県情報公開条例の一部改正） 

第２条 新潟県情報公開条例（平成13年新潟県条例第57号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)を当該改正部分に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（行政文書の公開義務） 

第７条 実施機関は、公開請求があったときは、公

開請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報

（以下「非公開情報」という｡)のいずれかが記録

されている場合を除き、公開請求者に対し、当該

行政文書を公開しなければならない。 

(1) （略） 

(2) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事

業に関する情報を除く｡)であって、特定の個人

が識別され、若しくは識別され得るもの又は特

定の個人を識別することはできないが、公にす

ることにより、なお個人の権利利益を害するお

それがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除

く。 

ア・イ （略） 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和

22年法律第120号）第２条第１項に規定する

国家公務員（独立行政法人通則法（平成11年

法律第103号）第２条第４項に規定する行政

執行法人の役員及び職員を除く｡)、独立行政

法人等（独立行政法人等の保有する情報の公

開に関する法律（平成13年法律第140号）第

２条第１項に規定する独立行政法人等をい

う。以下同じ｡)の役員及び職員、地方公務員

法（昭和25年法律第261号）第２条に規定す

る地方公務員（地方独立行政法人法第２条第

２項に規定する特定地方独立行政法人の役員

及び職員を除く｡)並びに地方独立行政法人及

び公社の役員及び職員をいう｡)である場合に

おいて、当該情報がその職務の遂行に係る情

報であるときは、当該情報のうち、当該公務

員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係

（行政文書の公開義務） 

第７条 実施機関は、公開請求があったときは、公

開請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報

（以下「非公開情報」という｡)のいずれかが記録

されている場合を除き、公開請求者に対し、当該

行政文書を公開しなければならない。 

(1) （略） 

(2) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事

業に関する情報を除く｡)であって、特定の個人

が識別され、若しくは識別され得るもの又は特

定の個人を識別することはできないが、公にす

ることにより、なお個人の権利利益を害するお

それがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除

く。 

ア・イ （略） 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和

22年法律第120号）第２条第１項に規定する

国家公務員（独立行政法人通則法（平成11年

法律第103号）第２条第２項に規定する特定

独立行政法人の役員及び職員を除く｡)、独立

行政法人等（独立行政法人等の保有する情報

の公開に関する法律（平成13年法律第140号）

第２条第１項に規定する独立行政法人等をい

う。以下同じ｡)の役員及び職員、地方公務員

法（昭和25年法律第261号）第２条に規定す

る地方公務員（地方独立行政法人法第２条第

２項に規定する特定地方独立行政法人の役員

及び職員を除く｡)並びに地方独立行政法人及

び公社の役員及び職員をいう｡)である場合に

おいて、当該情報がその職務の遂行に係る情

報であるときは、当該情報のうち、当該公務

員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係
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る部分。ただし、当該公務員等が規則で定め

る警察職員である場合又は当該公務員等の氏

名を公にすることにより、当該公務員等の権

利利益を不当に害するおそれがある場合にあ

っては、当該公務員等の氏名を除く。 

(3)～(6) （略） 

る部分。ただし、当該公務員等が規則で定め

る警察職員である場合又は当該公務員等の氏

名を公にすることにより、当該公務員等の権

利利益を不当に害するおそれがある場合にあ

っては、当該公務員等の氏名を除く。 

(3)～(6) （略） 

（新潟県個人情報保護条例の一部改正） 

第３条 新潟県個人情報保護条例（平成17年新潟県条例第２号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)を当該改正部分に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（保有個人情報の開示義務） 

第17条 実施機関は、開示請求があったときは、開

示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情

報（以下「非開示情報」という｡)のいずれかが含

まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該

保有個人情報を開示しなければならない。 

(1)・(2) （略） 

(3) 開示請求者以外の個人に関する情報（事業を

営む個人の当該事業に関する情報を除く｡)であ

って、開示請求者以外の特定の個人が識別され、

若しくは識別され得るもの又は開示請求者以外

の特定の個人を識別することはできないが、開

示することにより、なお開示請求者以外の個人

の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、

次に掲げる情報を除く。 

ア・イ （略） 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和

22年法律第120号）第２条第１項に規定する

国家公務員（独立行政法人通則法（平成11年

法律第103号）第２条第４項に規定する行政

執行法人の役員及び職員を除く｡)、独立行政

法人等の役員及び職員、地方公務員法（昭和

25年法律第261号）第２条に規定する地方公

務員（地方独立行政法人法第２条第２項に規

定する特定地方独立行政法人の役員及び職員

を除く｡)並びに地方独立行政法人の役員及び

職員をいう｡)である場合において、当該情報

がその職務の遂行に係る情報であるときは、

当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及

び当該職務遂行の内容に係る部分。ただし、

当該公務員等が規則で定める警察職員である

場合又は当該公務員等の氏名を開示すること

により、当該公務員等の権利利益を不当に害

するおそれがある場合にあっては、当該公務

員等の氏名を除く。 

(4)～(7) （略） 

（保有個人情報の開示義務） 

第17条 実施機関は、開示請求があったときは、開

示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情

報（以下「非開示情報」という｡)のいずれかが含

まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該

保有個人情報を開示しなければならない。 

(1)・(2) （略） 

(3) 開示請求者以外の個人に関する情報（事業を

営む個人の当該事業に関する情報を除く｡)であ

って、開示請求者以外の特定の個人が識別され、

若しくは識別され得るもの又は開示請求者以外

の特定の個人を識別することはできないが、開

示することにより、なお開示請求者以外の個人

の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、

次に掲げる情報を除く。 

ア・イ （略） 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和

22年法律第120号）第２条第１項に規定する

国家公務員（独立行政法人通則法（平成11年

法律第103号）第２条第２項に規定する特定

独立行政法人の役員及び職員を除く｡)、独立

行政法人等の役員及び職員、地方公務員法（昭

和25年法律第261号）第２条に規定する地方

公務員（地方独立行政法人法第２条第２項に

規定する特定地方独立行政法人の役員及び職

員を除く｡)並びに地方独立行政法人の役員及

び職員をいう｡)である場合において、当該情

報がその職務の遂行に係る情報であるときは、

当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及

び当該職務遂行の内容に係る部分。ただし、

当該公務員等が規則で定める警察職員である

場合又は当該公務員等の氏名を開示すること

により、当該公務員等の権利利益を不当に害

するおそれがある場合にあっては、当該公務

員等の氏名を除く。 

(4)～(7) （略） 

附 則 

この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

 


